
行政回収に代わる集団資源回収事業に関する覚書【記入例】 

 

 集団資源回収事業実施団体   ひ ば り 自 治 会     （以下「甲」という。）と

集団資源回収事業取扱業者  けやきリサイクル株式会社  （以下「乙」という。）とは、

所沢市（以下「丙」という。）が定める手続きによる行政回収に代わる集団資源回収事業

の実施に関し、次のとおり覚書を交換する。 

 

（目的） 

第１条 甲及び乙は、日常生活から排出される廃棄物の中で、再利用できる資源（以下

「資源物」という）を、資源再利用の促進、ごみの減量及び生活環境の保全を図るこ

とを目的に、集団資源回収事業に参加する。 

 （甲の責務） 

第２条 甲は、集団資源回収事業の目的を達成するため、地域住民の合意形成を図ると

ともに集団資源回収の周知・啓発を行い、乙と協力し資源物の回収を推進する。 

 （丙の義務） 

第３条 丙は、所沢市集団資源回収事業報償金交付要綱に基づき、甲に報償金を交付す

る。 

 （契約等） 

第４条 甲及び乙は、行政回収に代わる集団資源回収事業を実施する場合、回収漏れ等

による集積所の散乱を防止するため、責任の所在等を明記した別添契約書を締結し、

その写しを丙に提出する。 

 （回収日） 

第５条 甲及び乙は、丙の定める「家庭の資源とごみの分け方・出し方」に示される収

集日程表の「新聞・雑誌・雑がみ・段ボール」の回収日に回収を行うものとし、年末年

始の代替日として振替収集する日を含め、協力して回収を行うものとする。 

（回収開始日） 

第６条 行政回収に代わる集団資源回収は令和  年  月  日より開始する。 

 

 以上のとおり覚書を交換した証として、本書３通を作成し、甲、乙、丙は記名押印の 

うえ、それぞれその１通を所持する。 

 

令和   年   月   日  

 

                 甲 ひばり自治会  所沢市並木９－９－９ 

会長 資源 太郎 ㊞ 

 

                 乙 けやきリサイクル株式会社 

所沢市小手指町８－８－８ 

代表取締役 推進 花子  ㊞ 

 

                 丙 所沢市並木一丁目１番地の１  

                   所沢市長  ◆ ◆ ◆ ◆ 

日付は鉛筆書き 

日付は鉛筆書き 

資
源 

け
や
き  

株
式
会
社 

甲と乙に記入・押印した

状態で、資源循環推進課

までご提出ください。 



行政回収に代わる集団資源回収業務契約書【記入例】 

 

集団資源回収事業実施団体  ひ ば り 自 治 会    （以下「甲」という。）と、          

集団資源回収事業取扱業者  けやきリサイクル株式会社  （以下「乙」という。）と

は、集団資源回収業務に関し、次のとおり契約を締結する。 

 

１ 甲と乙は、資源再利用の促進、ごみの減量及び生活環境の保全を図るため、甲の管

轄内で発生する再利用可能な資源物の集団資源回収事業を実施する。 

２ 乙は、別表１の集団資源回収契約業務を誠実に履行するものとする。 

３ 乙は、この契約によって生ずる権利、義務を他の業者に譲渡することはできない。

ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。 

４ 甲は、必要と認めた場合、乙に対し業務の処理状況を調査し、報告を求めることが

できる。 

５ 甲及び乙は、必要に応じ業務内容の変更をすることができる。ただし、変更する場

合は甲、乙協議し書面をもって定める。この場合、甲は、丙（所沢市）に定めた書面

を提出する。 

６ 業務を処理する過程において発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む）及びそ

の経費は、乙が負担する。 

７ 乙は、業務処理事項を月毎に締め切り、甲に実績報告書と計量票を提出することと

する。 

８ この契約に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事項については、

必要に応じ、甲、乙協議して定めるものとする。 

 

 この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、それぞれ 

その１通を所持する。 

 

令和 ○年  △月  ×日 

 

甲 ひばり自治会  所沢市並木９－９－９ 

会長 資源 太郎 ㊞ 

 

 

乙 けやきリサイクル株式会社 

所沢市小手指町８－８－８ 

代表取締役 推進 花子  ㊞ 

 

資
源 

け
や
き  

株
式
会
社 

任意の日付をご記入ください。 

「覚書」と同じ日にする必要は

ありません。 

契約書は、団体と回収業者の

２者間契約です。 

原本はそれぞれで保管し、資

源循環推進課にはコピーを

ご提出ください。 

※別表１も忘れずにご記入ください。 



 

別表１       集団資源回収契約業務 

 

 

１ 乙は、甲と契約した業者であることが住民等に対して分かるよう、腕章、幟旗など

を用い、回収車に明示すること。 

 

２ 回収品目は、下記のとおりとする。 

 

３ 乙は、所沢市の定める「家庭の資源とごみの分け方・出し方」に示される収集日程

表の「新聞・雑誌・雑がみ・段ボール」の日程に回収を行い、年末年始の代替日とし

て振替収集する日も含め、確実に回収を実施するものとする。 

その他に、乙の定める下記の指定日に回収を実施するものとする。 

 

４ 回収にあたっては、取り残しがないよう細心の注意を払って回収するとともに、住

民に迷惑をかけないよう作業することとする。 

 

５ 作業時間は、午前  ８時から １２時までとし、なるべく午前中をもって終了す

ること。 

           

記 

 

回 収 品 目 

（番号に○をつけてください） 

 

○1 ．新聞  ○2 ．雑誌・雑がみ  ○3 ．段ボール   

４．古着・古布  ○5 ．アルミ缶  ６．スチール缶   

７．紙パック  ８．生きびん 

 

回 収 日  

（あてはまる番号に○をつけ、

記入してください） 

○1 .「収集日程表」による「新聞・雑誌・雑がみ・段ボール」

の回収日 

○2 ．上記以外の乙の指定する日 

第 １ 日 曜日（例：第２土曜日） 

 

作業完了の時間は、協議により

決定してください。 

１には必ず○をつけてください。 

土日など、月１回の収集日以外
．．

に

回収を実施する場合は、２もご記

入ください。 

※契約書に付随する書類です 


